
定款施行規則  

平成３１年３月２８日施行 

 

 （目 的）  

第１条 この規則は、一般社団法人日本仮想通貨ビジネス協会（以下「本協会」という。）

定款（以下「定款」という。）の施行に関し必要な事項を定める。  

 

（入会手続および退会手続） 

第２条 定款第８条第１項に規定する入会申込手続は、同第８条２項に規定する入会及び

退会に関する規則に従い行う。 

２   定款第１０条に規定する退会申込手続は、同第８条第２項に規定する入会及び退

会に関する規則に従い行う。 

３   本協会は、会員の入会を承認したとき又は会員が退会したときは、その旨を当該

会員及び各会員に通知する。  

４   前項の規定は、会員が退会以外の事由で会員たる資格を喪失した場合について準

用する。 

 

（報告事項）  

第３条 会員は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なくその内容

を本協会に届け出る報告するものとする。 

（１）法令（外国の法令を含む。）により処分若しくは処罰を受け、その属する金融

に関連した業務を対象とした自主規制協会（これに相当する外国の団体を含

む。）、金融商品取引所、商品取引所、商品先物取引協会（これに相当する外

国の団体を含む。）の処分を受けたとき 

（２）その他本協会が必要と認めたとき 

 

 （会員名簿の記載事項）  

第４条 定款第１４条に規定する会員名簿には、会員の商号又は名称、本店又は国内にお

ける主たる営業所（事務所）の所在地若しくは住所、代表者の氏名又は国内におけ

る代表者の氏名、会員番号その他本協会が必要と認める事項を記載するものとする。  

 



 

附則 この規則の施行期日は、理事会において別に定める。 

理事会決議日：平成３１年３月２８日 


